
教育委員会提出議案 

第 18 号議案 

  幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

  令和４年４月 26 日 

豊島区教育委員会教育長  金 子 智 雄 

  幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則（平成 12 年教育委員会規則第 12 号）

の一部を次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第２条関係） 

支給範囲 支給額

職員が、幼稚園の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次

に掲げる業務に従事したとき。

(1) 非常災害時における幼児の保護又は緊急の防災若しくは復旧
の業務に従事したとき。

日額 8,000円

(2) 特に被害が甚大な災害発生時における幼児を含む避難住民の
救援業務に従事したとき。

日額 16,000円

(3) 幼児の負傷、疾病等に伴う救急の業務に従事したとき。 日額 7,500円
(4) 幼児に対する緊急の補導業務に従事したとき。 日額 7,500円

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則（以下「改



正後の規則」という。）別表第２の規定は、令和４年４月１日以後の勤務に係る教

員特殊業務手当について適用し、同日前の勤務に係る教員特殊業務手当については、

なお従前の例による。 

（説 明） 

 統一交渉に基づき、教員特殊業務手当の上限額を改正するため。 



幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則（平成12年教育委員会規則第12号）の一部を改正する規則 新旧対照表

現行 改正後（案）

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

支給範囲 支給額

職員が、幼稚園の管理下において行う非常災害時等の

緊急業務で次に掲げる業務に従事したとき。

(1) 非常災害時における幼児の保護又は緊急の防災若
しくは復旧の業務に従事したとき。

日額 3,200円

(2) 特に被害が甚大な災害発生時における幼児を含む
避難住民の救援業務に従事したとき。

日額 6,400円

(3) 幼児の負傷、疾病等に伴う救急の業務に従事した
とき。

日額 3,000円

(4) 幼児に対する緊急の補導業務に従事したとき。 日額 3,000円

支給範囲 支給額

職員が、幼稚園の管理下において行う非常災害時等

の緊急業務で次に掲げる業務に従事したとき。

(1) 非常災害時における幼児の保護又は緊急の防災
若しくは復旧の業務に従事したとき。

日額 8,000円

(2) 特に被害が甚大な災害発生時における幼児を含
む避難住民の救援業務に従事したとき。

日額 16,000円

(3) 幼児の負傷、疾病等に伴う救急の業務に従事し
たとき。

日額 7,500円

(4) 幼児に対する緊急の補導業務に従事したとき。 日額 7,500円

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則による改正後の幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する

規則（以下「改正後の規則」という。）別表第 2 の規定は、令和４年
４月１日以後の勤務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前

の勤務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。

 （教員特殊業務手当の内払い） 

３ 改正後の規則別表第２の規定を適用する場合においては、この規則

による改正前の幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定

に基づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の規則の規定によ

る教員特殊業務手当の内払とみなす。

第１９号議案資料 

令和４年第４回臨時会 

４．４．２６ 指導課 
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○幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則

平成12年３月31日

教育委員会規則第12号

改正 平成13年３月29日教委規則第８号

平成20年３月31日教委規則第11号

平成21年３月30日教委規則第14号

令和4年 月 日教委規則第  号

（目的）

第１条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成12年豊島区条例第９号。

以下「条例」という。）第15条の規定に基づき、幼稚園教育職員の特殊勤務手当の支給

に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（教員特殊業務手当の支給額等）

第２条 教員特殊業務手当の支給の対象となる条例第15条第２項に規定する教育委員会規

則で定める程度は、別表第１のとおりとする。

２ 条例第15条第３項に規定する教員特殊業務手当の額は、別表第２左欄に掲げる支給範

囲に応じ、同表右欄に定める額とする。

（支給方法）

第３条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続

上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。

（委任）

第４条 この規則の実施に関し必要な事項は、豊島区教育委員会教育長が定める。

附 則

この規則は、平成12年４月１日から施行する。

附 則（平成13年３月29日教委規則第８号）

この規則は、平成13年４月１日から施行する。

附 則（平成20年３月31日教委規則第11号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成21年３月30日教委規則第14号）

この規則は、平成21年４月１日から施行する。

附 則（令和４年 月 日教委規則第 号）

（施行期日等）

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則による改正後の幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則（以下「改正
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後の規則」という。）別表第二の規定は、令和四年四月一日以後の勤務に係る教員特殊

業務手当について適用し、同日前の勤務に係る教員特殊業務手当については、なお従前

の例による。

（教員特殊業務手当の内払い）

３ 改正後の規則別表第二の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の

幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された教員特殊業

務手当は、改正後の規則の規定による教員特殊業務手当の内払とみなす。

別表第１（第２条関係）

（平20教委規則11・平21教委規則14・一部改正）

業務に従事する日 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例（平成12年豊島区

条例第8号）に規定する週休日、休日

及び代休日

その他の日

業務の程度 (1) 終日に及ぶ程度（日中7時間45

分以上）

(2) (1)と同程度

(1) 正規の勤務時間に引

き続き午後11時まで

(2) 午前2時から午前8時

まで

(3) 1又は2と同程度

別表第２（第２条関係）

（平13教委規則８・令４教委規則 ・一部改正）

支給範囲 支給額

職員が、幼稚園の管理下において行う非常災害時等の緊急

業務で次に掲げる業務に従事したとき。

(1) 非常災害時における幼児の保護又は緊急の防災若し

くは復旧の業務に従事したとき。

日額 ８，０００円

(2) 特に被害が甚大な災害発生時における幼児を含む避

難住民の救援業務に従事したとき。

日額 １６，０００円

(3) 幼児の負傷、疾病等に伴う救急の業務に従事したと

き。

日額 ７，５００円

(4) 幼児に対する緊急の補導業務に従事したとき。 日額 ７，５００円
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〇非常災害時等の緊急業務

〇修学旅行等指導業務

学校が計画し、かつ、実施する修学旅行等において次に掲げる業務に従事したとき。

➣

➣

現行（日額）

7,500円

5,100円

 ①非常災害時における児童（幼児を含む。以下同じ。）若しくは生徒
    の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務に従事したとき。

 ②特に被害が甚大な災害発生時における児童又は生徒を含む避難
    住民の救援業務に従事したとき。

 ③児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務に従事したとき。

 ④児童又は生徒に対する緊急の補導業務に従事したとき。

支給範囲

➣　令和４年４月１日から適用

　部活動指導業務に係る手当について「週休日等に４時間以上業務に従事した場合　４，０００円、３時間
以上４時間未満の業務に従事した場合　３，０００円」の区分は、令和４年３月３１日をもって経過措置期間
が終了となります。
　令和４年４月１日からは「週休日等に３時間以上業務に従事した場合　３，０００円」となります。

週休日等を確保する観点から、週休日等にやむを得ず半日を超える部活動指導を行うときは、週休日の変
更等又は代休日指定を行うことを原則としています。

―

3,000円

支給範囲 改正後（日額）

②都立大島海洋国際高等学校の航海実習において生徒を引率
   して行う指導業務で泊を伴うものに従事したとき。

3,200円 8,000円

教員特殊業務手当の見直しについて

7,500円

現行（日額） 改正後（日額）

1,700円 4,700円

3,000円

16,000円

①児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うものに従事
   したとき(※改正後においては、②の場合を除く。）。

6,400円

☞ 令和４年度から、非常災害時等の緊急業務及び修学旅行等
指導業務に係る教員特殊業務手当の支給額等を下表のように
改正します。

支 給 額 等 の 改 正

実施 時 期

教 職 員 の 皆 さ ん へ

＜事前のお知らせ＞

そ の 他

令 和 ４ 年 ３ 月
東京都教育庁人事部
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